○○○協議体規約（例）協議体規約の参考例として作成したもので、必ずしも、これによる必要はありません。
なお、朱記の項目は省略できません。


令和○年○月○日制定

（名称）
第１条　本協議体は、○○○（以下「協議体」という。）と称する。

（目的）
第２条　協議体は、○○○○との協働事業により、○○○を解決する○○○を行い、○○○に寄与することを目的とする。

（事業）
第３条　協議体は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
（１）○○○
（２）○○○

（構成員）
第４条　協議体の構成員は別表１のとおりとする。

（役員）
第５条　協議体に次の役員を置き、別表２に定める者を充てる。
（１）代表　　１名
（２）副代表　○名
（３）監事　　○名

（役員の責務）　代表権の範囲
第６条　代表は、協議体を総括し、これを代表する。
２　副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときはその職務を代理する。
３　監事は会計の監査を行い、事務手続に係る不正を未然に防止する。監事は、いつでも役員及び事務局に対して事業の報告を求め、協議体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（総会）　意思決定方法
第７条　総会は、○○○、○○○、○○○をもって構成する。
２　総会は、次に掲げる事項を議決する。
（１）規約の制定又は改廃に関する事項
（２）事業計画、収支予算及び収支決算に関する事項
（３）その他協議体の運営に関すること。
３　総会は、年１回以上開催する。
４　総会の議長は、代表が務める。
５　総会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
６　総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
７　やむを得ない理由のために総会に出席できない場合は、あらかじめ書面で表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。この場合、第６項の適用については出席したものとみなす。

（事務所及び事務局）
第８条　協議体の事務所は○○○に置く。
２　協議体の事務を処理するため○○に事務局を置く。

（事務処理）　事務処理の方法
第９条　事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
２　協議体は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けることとし、事業終了年度の３月31日から起算して、５年間保存しなければならない。　
※サポート事業補助金交付要綱第14条第１項に基づき５年以上は保存してください。
　（１）協議会規約
　（２）総会に関する書類及び議事録
　（３）役員に関する書類
　（４）予算及び決算に関する書類
　（５）収入及び支出、契約、財産に関する証憑書類、帳簿
　（６）その他代表が必要と認めた書類

（会計原則）　会計処理の方法
第10条　協議体の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。
（１）協議体の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。
（２）すべての取引について、証憑書類に基づき行い、正確な記帳整理をすること。
（３）会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。

（会計年度）
第11条　協議体の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。ただし、協議体が設立された当初の会計年度については、設立総会の日から翌年の３月31日までとする。
２　協議体の出納は、翌年度の４月30日をもって閉鎖する。
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（会計責任者）
第12条　協議体の会計事務に関する責任者として会計責任者を置き、別表２に定める者を充てる。
２　会計責任者は、会計年度終了後及び必要な都度、監事による監査を受けなければならない。

（予算の流用）
第13条　予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。

（物品の管理）
第14条　協議体が取得または借用した物品は、善良な注意をもって管理し、常に所在が明らかな状態にしておくとともに、移動又は滅失及びき損があった場合は、第12条第１項に定める会計責任者に報告しなければならない。
２　前項により報告を受けた会計責任者は、その状況を確認し適正に処理するとともに、必要な書類の整備を行わなければならない。

（年度決算の確定）
第15条　決算は、事業年度終了後、会計責任者が会計書類に基づき作成し、監事による監査を受けるものとする。
２　代表は、監事の意見書を添えて総会に提出し、総会の承認を受けて年度決算を確定する。

（解散における地位の継承）
第16条　協議体は、総会の決議により解散する。解散を決議する際には併せて地位の継承者を選任しなければならない。
２　地位の継承者は、第９条に定める書類を保存期間満了まで保存しなければならない。
※サポート事業補助金交付要綱第14条第２項に基づき証拠書類の保存期間が満了し　ていない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者に当該証拠書類を引き継がなければなりません。

（その他）
第17条　この規約に定めるもののほか、協議体に関し必要な事項は、代表が別に定める。

　附　則
　　この規約は、令和○年○○月○○日から施行する。


別表１（第４条関係）
	団体名称
	

	代表者名
	
	担当者名
	

	所 在 地
	〒

	連 絡 先
	TEL：
	MAIL：
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	〒

	連 絡 先
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	〒
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別表２（第５条、第12条関係）
	役職
	氏名
	所属団体名称

	代表
	
	

	副代表
	
	

	監事
	
	

	　会計責任者
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